
（学童保育は休止）

児童・生徒または教職員の感染判明後の基本対応について

学校全体 原則３日間の臨時休業

令和２年９月７日
国立市教育委員会

当該学級以外
の全学級

【在校中に情報が入った場合】

〇 情報が入り次第早期に授業を終了
○ 市教委が一斉メール配信にて全家庭
に連絡

〇 学校が一斉メール配信にて
アンケート機能を用いて一人一人の
下校方法について確認

○ 学校がアンケートの回答に応じて児
童・生徒の下校指導
※ 時間によっては給食後に下校

○ 学校が、必要な時間まで、児童・生
徒の預かり （学童保育は休止）

濃厚接触者
（当該学級の児童・生徒等）

感染者

【下校後に情報が入った場合】

○ 市教委が一斉メール配信にて全
家庭に連絡

○ 学校が一斉メール配信にて具体
的な対応等を連絡

症状がなくなり、担
当医からの許可が出
たら登校

オンライン学習などにより家庭で学習 学童保育利用不可

一定期間の出席停止

当該校の保護者へ連絡

ＰＣＲ検査の結果が陰性と
判明し、感染者との最後の
接触から２週間程度経過し
たら登校
（保健所又は担当医の指導を
踏まえて）

４日目以降から
登校

学校が感染情報を取得

※以上の対応はあくまでも原則です。その時々の状況により対応が異なる場合があります。

※ 他校の保護者には、国立市立小・中学校で陽性者が出た旨を、一斉メールにてお知らせします。

※児童・生徒本人がＰＣＲ検査を受けることになった際は、速やかに学校にご連絡ください。
休日の場合も学校にお電話いただければ警備員が承ります。（９：００～２０：００）

※対応に際しては、守秘義務を徹底し、感染された方の人権に十分配慮いたしますので、ご理
解、ご協力をお願いいたします。


